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ESCO事業の定義
ESCO：Energy Service Company 

ESCO事業とは、従前の利便性を損なうことなく、省エネに関

する包括的なサービスを提供し、その顧客の省エネメリットの
一部を報酬として享受する事業である。

その包括的なサービスは、
１）省エネ方策発掘のための診断・コンサルティング
２）方策導入のための計画・設計施工・施工管理
３）導入後の省エネ効果の計測・検証
４）導入した設備やシステムの保守・運転管理
５）事業資金の調達・ファイナンス

等の全てまたはそれらの組み合わせで構成される。

また、ESCO事業者は、顧客との間でエネルギーサービス契

約を締結し、一定の省エネ効果を保証する。

（ＥＳＣＯ推進協議会ＨＰより抜粋）
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ESCO事業の３つの特徴

１．トータルサービス：施設の総合ドクター
簡易診断→詳細診断→工事監理→効果検証

２．性能保証サービス：削減効果の保証
パフォーマンス契約による効果保証

３．ファイナンスサービス：初期投資ゼロ
一石三鳥の事業化プラン提案
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ESCOのファイナンスサービス
一石三鳥のﾒｶﾆｽﾞﾑ：省ｴﾈ達成・顧客利益増・事業成立

（資料出典：ＦＥＳＣＯパンフレット）
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ESCOファイナンスサービスの内訳
シェアード・セイビングス方式

（標準契約期間：５～１０年）
（資料出典：ＥＳＣＯ推進協議会ＨＰより抜粋）


